
 
 

会員企業の皆さまへ 慶弔金に関するお知らせです！ 
 
 
 
 

■「入学祝金」：お子様の生年月日が下表の範囲に該当する方で 2026 年にご入学される方 

ご請求には証明書類が必要となります。詳細は【入学祝金 証明書類について】をご確認ください。 
 
 
《 2026 年度 受付対象 》＊会員の子が小学校・中学校に入学したとき。該当日は４月１日（入学日） 

 

請求方法 ： ①②いずれかの方法でご請求ください。 

いずれの請求方法の場合でも、お祝い金の支払いは4 月17 日以降順次となります。 

①郵送での請求 

 先行受付：3 月2 日（月）着分から 

②事業所マイページからの電子申請 

 先行受付：3 月1 日（日）申請分から 

  ＊3 月1 日～3 月31 日の期間は2025 年度分、2026 年度分の申請が可能となります。 

事実発生日（該当日）をよくご確認のうえ、申請してください。 

  ＊2025 年度分、2026 年度分をまとめて申請された場合は、4 月17 日以降のお支払いとなります 

ので、ご注意ください。 

 

【入学祝金 証明書類について】 

2025 年8 月より基幹システムの刷新に伴い、膨大な家族データの全面的な見直しを行いました。 

現在は、会員情報のみ保持しているため、証明書類のご提出が必要となります。 

 

証明書類の詳細は次のページをご確認ください。 

 

項 目 2026 年 対象者 

入学祝金 

 小学校  2019（       ）年 4 月 2 日 ～ 2020（ 令和２年 ）年 4 月 1 日生まれ 

 

 中学校  2013（ 平成 25 年 ）年 4 月 2 日 ～ 2014（ 平成 26 年 ）年 4 月 1 日生まれ 

注
意
事
項 

 

■入学祝金以外の慶弔項目については、該当日以降にご提出ください。 

■該当日(2026 年4 月1 日)の時点で、福利資格を有している必要があります。 

＊福利資格取得日は、「加入者リスト」でご確認ください。 

■請求期限は該当日から１年以内（センター必着）です。 

■該当日より前に、退職等で非会員となった場合は対象外です。 

平成31 年 
令和元年 



 
 

【入学祝金 証明書類について】 

下記のうちいずれか一つをご用意ください。（コピー可） 

いずれの証明書類も、お子様のお名前・生年月日、会員様との関係性が確認できる記載内容であることが必要です。 

 

●入学通知書 

・保護者名（宛名）が会員本人の場合に限る 

 見本  ＊学校提出前にコピー等の控えを取得してください。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 会員氏名が記載されていることをご確認ください。記載がない場合（会員の配偶者様のお名前が記載されている場合）は、

他の証明書類をご提出ください。 

 

●母子手帳の１ページ目  

・出生届出済証明のページで、上部の保護者欄が記入されているもの 

＊１ページ目全体が確認できるものをご提出（添付）ください。 

＊母子手帳の表紙ではお受けできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公印 

 

子の保護者欄に会員氏名が記載されていること

を確認してください。 

 

見本  



 

●戸籍謄本（子の抄本） 

 ・複数ページにわたる場合は全ページ、発行後３ヵ月以内のもの 

 

●家族全員の住民票 

 ・世帯主名と続柄の記載があるもの 

 ・複数ページにわたる場合は全ページ、発行後３ヵ月以内のもの 

 

●子の住民票 

・世帯主が会員本人の場合に限る 

・世帯主名と続柄の記載があるもの 

・発行後３ヵ月以内のもの 

＊会員の配偶者様が世帯主の場合、会員様との関係性が確認できないためお受けできません。他の証明 

書類をご提出ください。 

 

慶弔金では法令上、個人番号の取得は行っておりませんので、住民票に個人番号が記載されている場合は、

マスキングしていただきご提出（添付）ください。 

  

●子どもの医療費受給者証 

 ・生計維持者（保護者、被保険者等）が会員本人の場合に限る 

 ・生計維持者（保護者、被保険者等）が確認できるよう、見開きで写しを取ってください 

＊会員様が生計維持者(保護者)等として記載がない場合は、会員様との関係性が確認できないためお受け

できません。他の証明書類をご提出ください。 

 

●健康保険資格確認書 

 ・被保険者が会員本人の場合に限る 

＊会員の配偶者様が被保険者の場合、会員様との関係性が確認できないためお受けできません。他の証明

書類をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員企業の皆さまへ 慶弔金に関するお知らせです 
 

 

 

永年勤続慰労金の受付について、以下のとおりご案内いたします。 
 

《 2026 年の受付対象一覧 》 

 

―――――――――――――――――――― 【 注意事項 】 ――――――――――――――――――――

■入社年月日・福利資格取得日は、「加入者リスト」でご確認ください。 

■該当日より前に、退職等で非会員となった場合は対象外です。 

■請求期限は該当日から１年以内（センター必着）です 

 

請求方法 ： 郵送、または事業所マイページからの電子申請でご請求ください。 

 

《 ご請求いただける時期に関して 》 

●郵送でのご請求：先行受付は行いませんので、事実発生日(該当日)以降にご提出ください。 

●事業所マイページからの電子申請 

 ①該当日が2026 年3 月31 日以前の方 → 該当月の前月1 日から申請ができます 

例）上記表の対象者で4 月 1 日入社の方 → 該当日が3 月31 日となり、2 月1 日より申請可 

 

 ②該当日が 2026 年 4 月 2 日以降の方 → 年度切り替えのため、4 月 1 日から申請が可能となります 

例）上記表の対象者で4 月 2 日以降入社の方  

→ 該当日が4 月1 日以降となるため4 月1 日から申請可 

   ＊4 月1 日以降は、翌月末までに該当日を迎えられる方の申請が可能です 

 

※お支払いに関して 

事業所マイページで該当日前に申請いただいたご請求も、該当日を過ぎてから順次お支払いいたします。 

項 目 2026 年 対象者 備     考 

永年勤続
慰労金 

勤続 5 年  2021（令和 3）年 ・登録済の入社日からの起算となります 

（さぽーとさっぽろへの加入日からではありません） 

・該当日において加入年数2 年以上の会員が対象です 

・該当日は左記の各年数経過後の入社日前日 

 例）4/1 入社 → 5 年後の3/31 が勤続5 年該当日 

 

 永年勤続慰労金の対象外  

・該当日の時点で加入年数が２年以上経っていない場合 

・個人事業主本人、法人代表者 

勤続10 年 2016（平成 28）年 

勤続15 年 2011（平成 23）年 

勤続20 年 2006（平成 18）年 


